
令和 ７年１０月３１日 

沼津工業高等専門学校 

 

沼津工業高等専門学校学生寮給食業務、学生食堂給食業務及び売店業務委託に関する公募 

 

 

１．企画競争に付する事項 

（１）事業名 

沼津工業高等専門学校学生寮給食業務、学生食堂給食業務及び売店業務委託 

（２）事業の趣旨 

 本校学生寮食堂及び学生食堂は、１５歳から２２歳の成長期の学生に対し、栄養バランスの取れた質の高い、安全な食    

事を安定的に提供する必要があるため、専門的知識及び技術を有する業者に学生寮及び学生食堂給食業務を委託する。 

 また、学生生活に必要な文房具類のほか、食料品や各種サービスを適切な価格で学生に提供するため、売店業務を合わ  

せて委託する。 

（３）事業の内容 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。 

※事業期間満了日から４ヶ月前までに受託者から契約期間更新の申し出があり、本校による運営状況等審査の結果、良好

で適格であると判断された場合、１年間延長できるものとする。ただし、更新可能な回数は４回までとし、最大延長期間

は令和１３年３月３１日までとする。 

 

２．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和７年度に「関東・甲信越」地域または「東海・北陸」地域の「役

務の提供等」のＡ、Ｂ、ＣまたはＤ等級に格付けされている者であること。 

（３）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）過去３年間に教育機関で１回の食事提供数が朝食、昼食、夕食それぞれについて５００食以上の学生寮等の給食業務

受託実績またはこれと同等以上の実績があると認められる者であること。 

 

３．企画提案書の提出方法等 

（１）企画提案書の提出方法 

公募要領、仕様書及び実施細目に基づき作成し、提出期限までに紙媒体で製本したもの１０部と電子媒体を持参又は送

付すること。 

（２）企画提案書の提出期限 

提出期限：令和７年１２月５日（金）１２時（必着） 

提出場所：下記「本件担当・連絡先」のとおり 

 

４．説明会の開催日時及び開催場所 

（１）開催日時：令和７年１１月７日（金） １４時３０分～ 

（２）開催場所：沼津工業高等専門学校 管理棟３階 会議室 

 

５．選定方法等 

（１）別に定めた審査基準に基づき、沼津工業高等専門学校学生寮給食業務、学生食堂給食業務及び売店業務委託業者選定

委員会において、提出された企画提案書の書類・プレゼンテーション審査を行う。 

 

６．その他 

企画競争に参加する者に必要な資格のない者の企画提案書は無効とする。 

また、本件に関するその他必要事項については、仕様書等別紙配布物によるものとする。 

 

 

【本件担当・連絡先】 

住 所：〒410-8501 静岡県沼津市大岡３６００ 

担 当：沼津工業高等専門学校 総務課用度係 

電 話：055-926-5724 

F A X ：055-926-5720 

E-mail：youdo@numazu-ct.ac.jp 


